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令和５年１０月１２日 

北九州市子ども家庭局 
 

報道機関 各位 

 

令和５年１２月から 

第２子以降の保育料が無償になります！ 

 

 

１ 無償化の内容について  
〇 北九州市にお住まいで、第２子以降のお子さんが、保育所、認定こども園、 

地域型保育施設、認可外保育施設、幼稚園の預かり保育を利用する 

場合の保育料が無償になります。 
 

【現行基準（国）】 

保育所等にお子さんが２人以上入所している場合、国の基準に 

基づき、第２子は半額、第３子以降は無償。 

 

 

 【新基準（市）】 

   保育所等の同時利用や子どもの年齢にかかわらず、生計を同一 

   にしている子どものうち、最年長者を第１子、その下の子を 

第２子とカウントし、第２子以降の保育料を完全無償化。 

 

２ 無償化の手続きについて  
（１）認可保育施設を利用している場合 

    原則、手続きは不要です。 

対象となる世帯に、令和５年１１月中旬に通知します。 

 （２）認可外保育施設等を利用している場合 

     保育の必要性の認定と保育料の償還払について、申請手続きが

必要です。 

     申請書類は１２月１日から、ご利用の施設等を通じて配布します。 
 
 
  詳しくは、別紙チラシおよび北九州市ホームページをご覧ください。 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/28800072.html 

【問合せ先】子ども家庭局幼稚園・こども園課 

   担当：野田（課長）、田中（係長） 

   電話：０９３－５８２－２５５０ 



※お子さ んと 保護者が北九州市に住んでいる場合が対象と なります。（ 原則、 北九州市に住民票があること ）
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し ている場合、国の基準に基づき 、第２子は半額、第３子以降は無償と し て

いまし た。今回、市独自の取組みと し て、



ご 利用の施設によ り 、無償化の内容や申請手続き の要否が異なり ま す 。
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・  認可外保育施設等（ ※2）

・  企業主導型保育施設

・  ファ ミ リ ー・ サポート・ セン

  タ ー事業

  （ 送迎のみの活動は対象外）

・  幼稚園

・  認定こ ども 園

  （ 幼稚園部分）
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お問合せ先

認可保育施設・ 幼稚園等の無償化に関する こ と

北九州市 子ども 家庭局 幼稚園・ こ ども 園課　 　 TE L :０９３ -５８２ -２５５０

認可外保育施設等の無償化に関する こ と

北九州市 子ども 家庭局 保育課　 　 T E L :０９３ -５８２ -2 4 12

※１ 　 第１ 子が就学や療養等の関係で別居し ている場合には、保育施設等をご利用のお子さ んが第２ 子以降であるこ と の確認ができませんので、

　 　   健康保険証や戸籍謄本の写し と 、生計が同一であるこ と が確認できる書類の提出が必要と なり ます。

※２ 　 無償化対象施設等の一覧を 市のホームページに掲載し ています。

※３ 　 住民税非課税世帯のお子さ んは、すでに国の無償化の対象と さ れています。

※４ 　 認可外保育施設等と 幼稚園等を 利用し ている場合は、一旦、保育料を 施設にお支払いいただき 、申請により 、後日、無償化分を

　 　   給付い たし ます。

北九州市印刷物登録番号 第2312 02 1D 号

対象と な る 施設ご と の

内容と 手続き 等

市のホームページ へ

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/28800072.html

